
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止

に関する法律案（仮称）の概要
目 的

特定外来生物の輸入、飼養等について必要な規制を行うとともに、野外等に存する

特定外来生物の防除を行うこと等により、特定外来生物による生態系、農林水産業又

は人の生命若しくは身体に係る被害を防止する。

特定外来生物被害防止基本方針の策定及び公表

特定外来生物 未評価外来生物

生態系等に係る被害を 生態系等に係る被害を 指定されない生物

及ぼし、又は及ぼすお 及ぼすおそれがあるか

それのある種を政令で どうか未評価の種を政

指定 令で指定

↓ ↓ ↓

特定外来生物の輸入 未評価外来生物の、

飼養等の規制 輸入の制限

○輸入、飼養、栽培、保管 ○輸入者に届出義務

又は運搬する際に主務大 ○評価が終わるまでの 規

臣の認定(適正に管理す 一定期間輸入を制限 制

る能力、施設等を有する な

こと)が必要 し↓
○個体識別措置等を講じる

義務 主務大臣の

被 害 を 及 ぼ す 被 害 を 及 ぼ す○野外への遺棄の禁止 評価

お そ れ あ り おそれなし○譲渡し等を行った場合は

主務大臣へ届出

防除

野外における特定外来生物

について防除を推進する。

その他、調査等、普及啓発、罰則等所要の既定を整備する。


